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はじめに 

 

国立市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、指定管理者の候補

者の選定を公平かつ適正に行うため設置されています。その役割は大別すると、次の

事項となります。 

 

(１) 指定管理者候補者の選定基準、応募資格及び指定期間等について、市の検討

結果を基に審査、検討を行うこと。 

(２) 指定管理者の候補者について審査すること。 

(３) 指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて行う管理業務の停止について

審査すること。 

 

令和７年度の選定委員会では、くにたち福祉会館、くにたち北高齢者在宅サービス

センター、国立市障害者センター及びくにたち心身障害者通所訓練施設あすなろに関

して上記事項(１)の公の施設の指定管理者候補者の選定基準、応募資格及び指定期間

等について令和７年８月に検討を行い、別途報告を行いました。 

その中で確認された施設の選定基準に従い、令和７年 10 月 14 日及び 20 日に、指

定申請者から提出された事業計画書や収支計画書及び選定委員会におけるヒアリン

グを基に、上記事項(２)について、審査を行いました。 

その結果、より安定的な施設運営に努めてもらうため意見を付す事項がありました

が、指定申請者について、選定基準に適合すると判断し、指定管理者の候補者に認定

することとなりました。 

以下、その審査結果等につきまして報告いたします。 
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１ 対象施設の概要 

 

(１) くにたち福祉会館 

① 施設の目的 

市民及び地域社会の福祉増進を図ることを目的とし、高齢者福祉に関する

施設及び児童福祉に関する施設を設置している。地域に根差したさまざまな

福祉活動を推進していくための拠点として、高齢者等の福祉増進を図ること

を目的に、福祉会館・会議室等の管理運営、高齢者向け啓発事業等の福祉会

館自主事業の実施、高齢者健康相談等の老人福祉センター事業を実施してい

る。 

② 施設の規模 

・ くにたち福祉会館 

所在地 国立市富士見台２丁目３８番地の５ 

内容 

鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 

中央児童館併設 

施設床面積  4,609.01 ㎡ 

敷地面積  1,748.85 ㎡ 

開設年月日 平成４年４月１日 

・ くにたち福祉会館分室 

所在地 国立市富士見台１丁目７番地 １－２－１０２ 

内容 
鉄筋コンクリート造 地上５階建ての１階部分 

施設床面積  126.58 ㎡ 

開設年月日 平成４年４月１日 

③ 休館日 

火曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める

休日、１月２日、３日及び１２月２９日から３１日まで。 

ただし、市長があらかじめ認めたときは、これを変更することができる。 

④ 開館時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、くにたち福祉会館条例第３条第２項

に定める事項については、午前９時から午後１０時まで 

⑤ 主な業務の内容 

・ 会館及び会館分室の施設管理・利用申込等業務 

・ 老人福祉センター管理運営業務 

・ 自主事業運営業務（高齢者健康体操等の自主事業、啓発事業、会館の

利用促進に関する業務、喫茶店の運営に関する業務等） 

・ その他庶務的業務等 
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 (２) くにたち北高齢者在宅サービスセンター 

① 施設の目的 

在宅の虚弱高齢者等に対し、当該高齢者等及びその家族の福祉の向上を図

るため、介護保険事業の通所介護サービス、地域支援事業の第１号通所事業

を実施している。 

② 施設の規模 

所在地 国立市北３丁目２番 

内容 

鉄筋コンクリート造 平屋建て 

施設床面積   594.73 ㎡ 

敷地面積   2,580.30 ㎡ 

開設年月日 平成７年４月３日 

③ 休日 

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める

休日、１月２日、３日及び１２月２９日から３１日まで。 

ただし、市長があらかじめ認めたときは、これを変更することができる。 

④ 利用時間 

午前９時から午後５時３０分まで 

⑤ 主な業務の内容 

・ センターの施設管理業務 

・ センターの管理運営業務（通所介護サービスに関する業務、市が実施す

る地域支援事業の第１号通所事業の受け入れ業務等） 

・ その他庶務的業務等 

 

(３) 国立市障害者センター 

① 施設の目的 

国立市障害者センター条例に基づき、心身しょうがいしゃの社会参加と自

立助長を図りもって心身しょうがいしゃの福祉増進に寄与することを目的

として、生活介護事業施設「あさがお」、しょうがいしゃ就労・自立支援事業

の運営を行っている。 

② 施設の規模 

所在地 国立市富士見台２丁目１番地の３２ 

内容 

鉄筋コンクリート造 ３階建て 

施設床面積  745.28 ㎡ 

敷 地 面 積  499.80 ㎡ 

開設年月日 昭和５９年４月 

③ 休館日 
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土・日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定

める休日、１月２日、３日及び１２月２９日から３１日まで、特に市長が必

要と認めたとき。 

④ 利用時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

生活介護「あさがお」の利用時間は、午前９時１０分から午後４時まで（た

だし、木曜日は午後３時１０分まで） 

⑤ 主な業務の内容 

・ 知的しょうがいしゃの保護及び更生に必要な指導・訓練に関する業務（障

害者総合支援法に基づく生活介護事業施設「あさがお」の通所） 

・ 心身しょうがいしゃの自立相談等に関する業務（しょうがいしゃ就労・

自立支援事業） 

・ 施設の管理業務 

・ その他庶務的業務等 

 

(４) くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ 

① 施設の目的 

くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ条例に基づき、重度の知的しょ

うがい及び肢体不自由が重複しているしょうがいしゃを、保護者の下から通

わせて必要な療育等を行い、家族とともに地域社会の中で充実した生活が送

れるよう支援していくことを目的としている。 

② 施設の規模 

所在地 国立市富士見台１丁目４４番地の１ 

内容 

鉄筋コンクリート造 平屋建て 

施設床面積  278.14 ㎡ 

敷 地 面 積  923.09 ㎡ 

開設年月日 平成２年４月１日 

③ 休館日 

土・日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定

める休日、１月２日、３日及び１２月２９日から３１日まで、特に市長が必

要と認めたとき。 

④ 利用時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

⑤ 主な業務の内容 

・ 重度心身しょうがいしゃの療育、生活動作訓練、運動機能等の低下防止

訓練及び日常生活指導に関する業務 

・ 家庭訪問による重度心身しょうがいしゃの生活指導に関する業務 
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・ 保護者に対する重度心身しょうがいしゃの相談、指導及び助言に関する

業務 

・ 施設管理業務 

・ その他庶務的業務等 
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２ 審査手法 

 

(１) 審査手法 

選定基準に基づき、各委員の合議により○△×の３段階で評価する。評価基

準は以下のとおり。 

 

〇 ＝ 評価の観点を概ね満たしている 
 

△ ＝ 評価の観点を一部満たしていない部分があるが、他の公共施設の管

理運営内容の水準以上である。 
 

× ＝ 評価の観点を満たしていない部分が多く、他の公共施設の管理運営

内容の水準未満である。 

 

(２) 評価単位 

評価の観点の項目ごとに〇△×をつける。 

 

(３) 評価の考え方 

△及び×の数や内容等を総合的に勘案して指定管理者の候補者とするか否か

を判断する。また、選定委員会で意見があった事項について、付帯意見として

明記する。 
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３ 審査結果 

 (１) くにたち福祉会館・国立市障害者センター・くにたち心身障害者通所訓練施

設あすなろ 

① 指定申請者 

社会福祉法人国立市社会福祉協議会 

 

② 指定管理者候補者選定審査結果 

 ア くにたち福祉会館 

審査項目 評価の観点 評価 評価の理由 

１．法人に係る事項 

（１）管理

体制 

①危機管理体制は

適切か。 

・法人の事業継続

計画（BCP）を策定

しているか。 

 

〇 

〇 

「事業継続計画（BCP)」を策定しており、大規模災害

発生時における事業の継続や早期復旧にむけて取り

組んでいる。また、大規模災害発生時の対応につい

ても規定されている。 

危機管理・防災対策委員会を設置するなど、災害・事

故・感染症等の危機に対し、迅速かつ的確に対応す

るための体制を整備している。 

平常時においても、館全体で避難訓練・消防訓練を

実施し、また、日常的に館内巡回を行うなど、安全対

策に努めている。 

独自に非常食や飲料水の備蓄を行っている。（事業

計画 P.3） 

・緊急時の連絡体

制が確立されてい

るか。内容が職員

に周知されている

か。 

〇 

②要望・苦情・トラ

ブルへの対応体制

は適切か。 〇 〇 

苦情については、各相談窓口を事業所内に掲示するととも

にウェブサイトでも公開し、周知に努めている。 

「苦情解決に関する規程」を整備し、第三者委員 2 名を任

命したうえで解決困難な事例に対応するための体制を整備

している。（事業計画 P.3.4） 

（２）施設

の効用を

最大限に

発揮でき

るか 

①サービス向上へ

の取り組みが見ら

れるか。 〇 〇 

市民や利用者との会話から日常的に要望等を聞き取り、ニ

ーズの把握に努めている。 

老人福祉センターにおいては、特に要望の多かった Wi-Fi

環境の整備を行い、住民サービスの向上にも取り組んでい

る。（事業計画 P.5） 
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②施設の管理運営

に対する意欲が感

じられるか。 

〇 〇 

CSW 事業や安心サービス事業、生活福祉資金等の事業を

通じてくにたち福祉会館の積極的周知に努め、ケアプラン

センターやヘルパーステーションの事業所としての機能充

実にも取り組んでいる。また、市民が実行委員を務める「チ

ャリティ公演」や「福祉のつどい」等の支援を行っており、会

の独自事業だけでなくくにたち福祉会館に付帯する事業と

の相乗効果により、より効果的・効率的な事業となるよう務

めている。（事業計画 P.5.6） 

（３）管理

運営を安

定的に行

うことがで

きるか 

①社会福祉事業の

運営実績は適切

か。 〇 〇 

地域住民の参加を前提とした法内事業・法外事業を一体的

に運営するなど、効果的・効率的な福祉サービスの提供に

努めており、社会福祉事業の運営は適切であると判断す

る。（事業計画 P.6） 

②法令等の遵守は

確保されるか。 〇 〇 

「公益通報対応規程」や「職員倫理綱領」を定め、法令等の

遵守について、研修等を実施し周知徹底に努めている。

（事業計画 P.6.7） 

③財政基盤（経営・

収支）は安定してい

るか。 △ △ 

会員会費あり方検討委員会を住民参加を得て設置し、会

員会費制度の抜本的見直しに取り組んでいる。 

収入源の約 8 割が市からの補助金や受託金であることか

ら、経費節減と財源確保に向けた一層の創意工夫が必要

である。（事業計画 P.7.8） 

④適正な監査が実

施されているか。 〇 〇 

定期的な監査を実施するとともに、監査結果については、

職員間で共有し、業務改善やサービス向上に生かしてい

る。（事業計画 P.8） 

⑤適正な職員の配

置は可能か。 〇 〇 

事務局長、課長職1名、課長補佐兼係長職1名、主査職 1

名、一般職3名と嘱託員等が担当業務を兼任し運営を行っ

ており、適正と考える。（事業計画 P.8） 

⑥職員に対する研

修体制は適切か。 〇 〇 

専門的な外部研修への職員の参加を促しており、定期的な

内部研修などを通じての職員の質の向上に努めている。

（事業計画 P.8.9） 

⑦公益通報者保護

法に定める内部通

報窓口を整備し、

職員に周知してい

るか 

〇 〇 

独立した第三者委員を窓口とした内部通報体制を整え、規

程も整備されている。（事業計画 P.9） 

（ ４ ）その

他 

①環境保護に配慮

した取り組みを行っ

ているか。 

〇 〇 

福祉会館の全館 LED化のほか、法人に可能な範囲での環

境配慮の取組を続けている。（事業計画 P.9.10） 
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２．施設の個別事項 

（１）施設

運営 

①福祉会館の運営

方針は、市の施策

に合致しているか。 

〇 〇 

市の基本計画にあげる施策において、多くの役割を期待さ

れ担っている団体であり、市の施策に合致する。（事業計画

P.10） 

②事業計画が条例

等の趣旨を反映

し、福祉の向上を

目指す妥当なもの

であるか。 

〇 〇 

条例で規定されている教養娯楽事業、啓発事業等を

実施しており、福祉会館利用者からも高い評価を得て

いる。（事業計画 P.10） 

③福祉事業に対す

る熱意、創意工夫 

・快適に施設を利

用できる環境整備

に努めているか。 

〇 

〇 

全国に先駆けた住民参加型有償家事援助・介護サービ

ス、生きづらさを抱えた当事者の居場所事業やその先の就

労を見据えた事業など市民が主体となって会館を活用し運

用する福祉事業を展開している。また、地域住民の要望か

ら子育て支援事業などに取り組むなどニーズの把握と反映

に努めている。（事業計画 P.11） ・様々な利用者ニ

ーズや苦情の把

握、管理運営への

反映がなされてい

るか 

〇 

④施設の特質をい

かし、利用促進へ

の工夫が図られて

いるか。 
〇 〇 

老人福祉センターを併設した施設であり、高齢者を対象と

した多くの事業を実施し、地域コミュニティの活性化、会館

利用促進に寄与している。しょうがい者や生きづらさを抱え

た当事者の就労支援として実習生を受入れたり、子育て支

援事業に取り組むなど幅広い市民の利用に努めている。

（事業計画 P.11） 

⑤施設の利用にあ

たり公平性が確保

されているか。 

〇 〇 

条例等に基づいた、会館使用申請、許可決定など平等性

の確保に努めている。（事業計画 P.11） 

⑥利用者への応対

は適切か 

・接遇に関する具

体的な取り組みを

行っているか。 

〇 

〇 

接遇については内部で研修を実施し、向上に努めている。

合理的配慮についても、状況に応じて対応を行っている。

様々な困難を抱える福祉会館において、利用者からのニー

ズによく応えている。地域包括支援センターが同館にあるこ

とで、必要時に適切に案内ができている。（事業計画

P.11.12） ・合理的配慮の提

供がなされている

か。 

〇 
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・その他、様々な困

難を抱える市民と

接した際に、相談

機関を案内するな

ど適切な対応を行

っているか。 

〇   

⑦高齢者等の福祉

増進のため効果的

取り組みがなされ

ているか。 

・提案する自主事

業において、地域

福祉増進のための

具体的な取り組み

があるか。 

〇 

〇 

地域共生社会の理念の一つである孤独の防止について、

サロン活動や趣味講座等を通じて取り組むほか、地域包括

支援センターと連携した介護予防事業に取り組んでいる。

（事業計画 P.12） 

・その他、福祉会館

を活用して、地域

福祉増進のための

具体的な取り組み

を行っているか。 

〇 

（２）安全

対策 

①事故防止等安全

対策 

・事故防止並びに

事故発生時の対

応・防災対策・衛生

管理対策（感染医

療対策など）等マニ

ュアルは整備して

いるか。 

〇 

〇 

事故防止に対しては独自の「ヒヤリ・ハット及び事故発生予

防実施規定」を定めて職員の意識の共有に努めている。ま

た万一の事故発生時に対応できるよう普通救急救命講習

を職員に受講させている。防災面については、関係法令に

基づき訓練を実施し、また市との通報訓練を毎月実施して

いる。 

職員の勤務時間外の開館時間は会館管理業務委託による

巡回警備を行い、開館時間外は機械警備により保安対策

をしている。（事業計画 P.12.13） 

・避難、誘導、通報

訓練等対策は適切

か。 

〇 

・保安警備対策は

適切か。 
〇 

②老人福祉センタ

ーの管理運営 

・入浴施設の安全

管理は適切か。 

〇 〇 

入浴施設については多摩立川保健所指導の下、適切な点

検管理、及び事故防止等安全対策に努めている。健康器

具等についても定期的なメンテナンスを行っている。（事業

計画 P.13） 
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・健康器具等の安

全管理は適切か。 
〇  

 

（３）管理

運営に係

る経費の

削減につ

いて 

①経費の低減につ

いて努力が見られ

るか。 

・物品購入契約等

において、入札や

見積比較等を実施

しているか。 

〇 

〇 

規程に基づき入札、見積比較を行っているほか、積算根拠

のある予算書を作成している。（予算査定時において、所管

課において確認している）文書等のペーパーレス化等も進

めており、実行可能な範囲での経費削減策に努めている。

（事業計画 P.14） 

・積算根拠を明確

にした予算書等の

作成は行われてい

るか。 

〇 

・その他具体的な

経費削減策を実行

しているか。 

〇 

（ ４ ）その

他 

①市民等が幅広く

利用できるような広

報活動がなされて

いるか。 

〇 〇 

広報誌を市内全戸配布するなどして、定期的に広報活動を

行っている。またフェイスブックやホームページを利用し、幅

広い世代への周知を図るなど広報活動に努めている。 

建物清掃業者や建物設備維持管理業者へ業務委託し、清

掃、害虫駆除、浴槽水管理等を実施している。感染症対策

として、館内の消毒や利用者への手指消毒の周知を行って

いる。（事業計画 P.13.14.15） 

②施設の衛生管理

は適切か。 〇 〇 

 

イ 国立市障害者センター 

審査項目 評価の観点 評価 評価の理由 

１．法人に係る事項 

（１）管

理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

①危機管理体制は 

適切か。 

・法人の事業継続 

計画（BCP）を策定 

しているか。 

〇 

〇 

・令和３年度「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定

し、災害時の対応についてはこれに基づき、利用

者の安全確保を第一に可能な限り施設を開所し事

業利用を可能とするよう準備している。 

・大規模自然災害発生時の対応は法人の総合事業

継続計画、障害者センター・あすなろの事業所ご

との事業継続計画に基づき、防災対策を実施す

る。 

（事業計画書 p２ ア 危機管理体制に対する考

え方、ｐ１２ ツ 事故防止及び事故発生時の対

策に対する考え方を参照） 

・緊急時の連絡体 

制が確立されてい 

るか。 

内容が職員に周 

知されているか。 

〇 
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②要望・苦情・ト

ラブルへの対

応体制は適切

か。 

 

 

 

 

〇 〇 

・利用者、保護者からの要望や意見については、

毎日の送迎時の情報交換や連絡帳等で伺い、迅速

に対処できるよう職員全員で情報共有を図ってい

る。 

・苦情については、重要事項説明書に窓口を明記

し、利用者、保護者、関係者に案内している。 

・相談窓口については事業所内にも掲示するとと

もにウェブサイトでも公開し、あさがおの利用者、

保護者、関係者に限らず広く周知に取り組んでい

る。 

（事業計画書 p３ イ 要望・苦情・トラブルへの

対応体制に対する考え方 を参照） 

 ③個人情報保護へ

の対応体制は適切

か。 

〇 〇 

・国立市社会福祉協議会の定める「個人情報保護

規程」及び事業ごとに定める「個人情報取扱業務

概要説明書（個人情報保護マニュアル）」に基づ

き、利用者の権利が最大限に擁護されるよう、個

人情報を適正に取り扱うことを徹底し、利用者の

「知る権利」へも適切に対応している。 

（事業計画書 p３ ウ 個人情報保護に対する考

え方
を参照） 

（２）施

設の効用

を最大限

に発揮で

きるか  

①サービス向上へ

の取り組みが見ら

れるか。 

〇 〇 

・サービス向上のため、毎週 1 回、職員会議を開

催する中で、月間プログラムの確認、週間プログ

ラムの打合せ等を行い、提供するサービス内容の

向上に努めている。 

・あさがおでは、綿密なアセスメントを経て策定

した個別支援計画にそって支援に取り組み、サー

ビス向上を図っている。また、自立促進事業では

行事の企画等に利用者の要望を取り入れるよう留

意し、事業運営に取り組んでいる。 

（事業計画書p４ エ サービス向上に対する考え

方を参照） 

 ②施設の管理運営

に対する意欲が感

じられるか。 
〇 〇 

・施設の管理運営にあたっては、従前より適正な

予算執行と経費の削減を図り、適切な予算管理の

下に施設運営を行っている。 

・予算執行については、各事業の担当職員が事業

費に関わる部分を個々に検討し、効率的な編成に

努めている。 
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 ・基本方針として「生命の尊厳」等９項目の基本

方針と支援実践の指針を設定し、職員全員に周知

徹底している。毎年度基本方針の内容を確認し、

利用者支援の一層の質の向上に取り組んでいる。 

（事業計画ｐ４ オ 施設の管理運営に対する考

え方、事業計画ｐ９ セ 運営理念及び基本方針に

対する考え方
を参照） 

（３）管

理運営を

安定的に

行うこと

ができる

か 

①社会福祉事業の

運営実績は適切

か。 

〇 〇 

・住民主体と参加を前提とした福祉のまちづくり

を目的に、法内事業、法外事業を一体的に運営す

ることで、利用者にとって最も効果的かつ効率的

に福祉サービスを提供できるように努めており、

社会福祉事業の運営は適切であると判断する。 

・安定した運営実績をもとに、地域の社会資源の

一つとしてより開かれた公の施設たる責務を果た

すよう努めている。「地域の幸せ、生きがいをと

もにつくる」ことを軸に、住民主体の福祉を実現

するため、くにたち福祉会館、障害者センター、

あすなろの３つの事業所を福祉推進の拠点とし

て、協働と連携による福祉のまちづくりの推進、

地域の支えあいの支援に取組むよう努めている。 

（事業計画ｐ５ カ 社会福祉事業の運営実績に

対する考え方を参照） 

②法令等の遵守は

確保されている

か。 

〇 〇 

・「社会福祉法人国立市社会福祉協議会公益通報

対応規程」を定め施行し、これをもとに法令等の

遵守に努めている。 

・「社会福祉法人国立市社会福祉協議会職員倫理

綱領」を定め、その周知徹底にも努めている。 

・就業規則にハラスメントの禁止を明記し、社内

研修を実施、その周知徹底にも努めている。 

（事業計画ｐ５ キ 法令等の遵守に対する考え

方を参照） 
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③財政基盤（経営・

収支）は安定して

いるか。 

△ △ 

・主な収入源は国立市の補助金が大きく、指定管

理料を含む受託金収入として全体収入の８割近く

を占めている。独自収入を得るために住民参加に

よる会員会費のあり方検討委員会を設置し、会員

会費制度の見直しから会員増、会費収入増に努め

ている。 

（事業計画ｐ６ ク 財政基盤（経営・収支）に

対する考え方を参照） 

④適正な監査が実

施されているか。 

〇 〇 

・関係法令や国立市の条例・指針を遵守し、内部

監査体制を整備することで、事業の効果的、効率

的な実施を促し、業務の適正性を確保している。

法令遵守、財務の透明性、サービスの質の向上を

図り、利用者の信頼に応えるよう努めている。


（事業計画ｐ６ ケ 適正な監査に対する考え方

を参照） 

⑤適正な職員の配

置がなされている

か。 

・支援に必要な専

門職の配置がなさ

れているか。 

〇 〇 

【障害者センター】：統括 1 名（正規職員／社

会福祉士、あさがお施設長、自立促進事業管理

者、サプラ管理者、あすなろ施設長を兼任兼務） 

【あさがお】：施設長１名（正規職員・兼任兼務

１名／社会福祉士）、主幹１名（正規職員１名／

社会福祉士・介護福祉士）、サービス管理責任者

１名（正規職員１名／社会福祉士・介護福祉士・

精神保健福祉士。他に有資格者２名あり。）、看

護師２名（正規職員１名、非常勤職員１名）、支

援員（正規職員３名、常勤嘱託員２名、非常勤職

員１２名／社会福祉士２名、介護福祉士１３名、

精神保健福祉士１名、公認心理師１名。有資格の

重複あり）、管理栄養士１名（正規職員１名）、

調理員５名（非常勤職員５名）、事務員１名（常

勤嘱託員１名） 

【自立促進事業】：精神保健福祉士１名 

・法令の規定により、支援員と利用者の比率は

３：１の１２名以上と定められている。支援員を

１７名配置していることから、法令で定める人員

基準を十分満たしている。また、利用者への安全

と質の高いサービス提供をするための専門職等の

職員配置が行われており、適正な職員が配置され

ていると評価できる。 
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（事業計画ｐ６ コ 適正な職員の配置に対する

考え方
を参照） 

 ⑥職員に対する研

修体制は適切か。 

〇 〇 

・職員研修の体系化を目指し、研修テーマを関連

づけ、基礎研修、社会福祉法人従事者研修、個別

事務事業研修等を職位階層ごとに内容を精査し試

行実施。 

・職員の育成計画を試行策定し、キャリアパスの

導入を検討。専門職たる資格取得の奨励、資格取

得後の業務への反映などを検討し、職員の離職防

止に努めている。 

・外部機関によるさまざまな専門研修に職員を派

遣し、しょうがいのある方への支援の質の向上、

施設運営の適正化に取り組んでいる。 

（事業計画ｐ７ サ 職員に対する研修体制に対

する考え方
を参照） 

 ⑦公益通報者保護

法に定める内部通

報窓口を整備し、

職員に周知してい

るか。 

〇 〇 

・通報者が直接相談・通報ができる窓口として第

三者委員を任命し、電話・FAX・電子メールでの

通報及び相談の受付から対応を整備。内部通報の

内容については、速やかに内容の調査を実施し、

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には

是正措置及び再発防止措置を講じている。 

・職員に対しては公益通報制度の意義や通報者保

護の重要性について研修を実施。制度理解と遵守

意識の向上を図っている。 

（事業計画ｐ８ シ 内部通報窓口の整備に対す

る考え方を参照） 

（４）そ

の他 

①環境保護に配慮

した取り組みを行

っているか。 

〇 〇 

・事務用紙のリサイクル（裏紙使用、廃棄用紙の

リサイクル、分別収集）、回覧等を電子メールで

行うことによるペーパーレス化、備品購入時のエ

コマーク商品の優先、冷暖房の適正な温度設定な

どに取り組み、環境保護に取り組んでいる。 

・職員が使用する業務用パソコンの入替にあたっ

て、リサイクル整備品（官公庁の払い下げ品の再

利用品）を購入し、環境保護に努めている。 

（事業計画ｐ８ ス 環境保護に配慮した取り組

みに対する考え方
を参照） 
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２．施設の個別事項 

（１）施

設運営 

 

①運営理念及び基

本方針 

・障害者センター

の運営理念及び

基本方針は施設

目的に適合して

いるか。 

 

〇 〇  

・しょうがいのある市民が安心して快適に通える

よう、「安全の優先」をはじめとして「生命の尊

厳」「個人の尊重」「人権の尊重」等々９項目の

考え方を基本にして、的確な対人援助サービスを

提供し、適正な施設の運営管理業務を行ってい

る。「個人の尊重」については、利用者一人ひと

りの人間としての個性、主体性、可能性、幸福追

求権を尊重している。また、「人権の尊重」につ

いては、利用者に対するいかなる差別、偏見、人

権侵害も許さず、基本的人権をはじめとするあら

ゆる人権を尊重している。 

・基本方針と支援実践の指針については、日常業

務遂行にあたり、職員全員に周知徹底を図り、毎

年度基本方針の内容を確認し、利用者支援の一層

の質の向上を図っている。 

（事業計画書 p９ セ 運営理念及び基本方針に

対する考え方を参照） 

 ②支援計画 

・利用者につい

て、適切に支援す

る計画となってい

るか。 

〇 

〇 

・利用者、保護者、関係者と面談を行い、原案を作

成し、個別面談にて意見や要望を具体的に伺い、

最終的な計画を作成している。 

（事業計画書 p９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

 ・基本的人権を尊

重した個人の意思

による自己選択や

自己決定、意思表

明を具体的な形で

支援、保障してい

るか。 

 

 

〇 

・職員は毎日の支援の中で、自分の意思や気持ち

を伝えることが難しい重度の知的しょうがいを持

つ方たち利用者の行動や態度から本人の伝えたい

ことを汲み取り、個別支援計画に反映させていく

よう努めている。保護者等の意見も尊重しながら、

利用者の意向を最優先に考えて支援計画を作成し

ている。 


（事業計画書 p９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

 ・複数のプログラ

ムが用意され、同

一時間帯に実施さ

れているか。 
〇 

 ・利用者一人ひとり多様なニーズに対応するた

め、さまざまなプログラムを考案し、多様化した

ニーズに対応するプログラムを設定している。 

（事業計画書 p１０ タ センターに対する熱

意、創造性に対する考え方を参照） 
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・身体状況・利用

等の記録と職員へ

の周知は適切にな

されているか。 
〇 

・個人記録票には日々の活動時の様子、健康・身

体状況、食事摂取や排泄の状況等を記載し、活動

日誌ほかの記録とともに適切に活用及び管理を行

うことで、利用者の状況を職員打ち合わせ等さま

ざまな機会に情報共有し、適切な支援に取り組ん

でいる。 

（事業計画書 p９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

 ・利用者に対する

支援計画は定期的

かつ情況に応じて

評価され改定が適

切になされている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

・毎年度、利用者、保護者、関係者と面談を行

い、担当支援員が個別支援計画の原案を作成し、

支援会議、個別支援計画会議において検討し、綿

密なアセスメントを経て策定している。また、毎

年度、利用者及び保護者等に個別支援計画の内容

を説明し、意見や要望をうかがいながら、利用者

の意向を最優先とした個別支援計画を策定してい

る。 

・令和２年度にあさがお、あすなろ合同による個

別支援計画検討会を設置し、個別支援計画の様式

に中長期の目標の設定、当該年度の取り組むべき

短期目標を明確化にした様式を採用。 

（事業計画書 p４ エ サービス向上に対する考

え方、 

事業計画書 ｐ９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

・地域との連携に

対し積極的か。 

 

〇 

・歩道清掃により地域の環境保護と美化に貢献す

るなど、積極的に屋外活動を進めてきた結果、あ

さがおの活動自体が社会参加であるといえるよう

になってきている。 

・紙すき活動で作成した手すきのはがきや陶芸作

品を利用者が販売するＰＲ活動では、近隣住民等

が購入に協力してくれるなどを契機に利用者と交

流する機会に繋がった。 

・相談支援事業所やホームヘルパーの派遣、グル

ープホームを運営する他の福祉サービス提供事業

者との連携も積極的に実施している。 

（事業計画書 p１５ ヌ 地域における支援・地

域交流に対する考え方を参照） 
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 ・地域生活支援へ

の取り組みはでき

ているか。 

 
〇 

 

・利用者がそのしょうがいにより、どのような心

身機能・身体構造の状態であっても、活動の状況

がどのようであっても、地域社会を構成する一員

として「あたりまえに」暮らすことができ、本人

が望む社会参加が可能となるように支援するよう

努めている。 

（事業計画書 p９ セ 運営理念及び基本方針に

対する考え方を参照） 

 ・利用者が抱える

様々な課題や不適

応な行動等に対し

て、その原因を捜

しながら問題解決

に向けた対応策が

とられているか。 

〇 

・重度の知的しょうがいのある方々の中には、ご

自身の意思や気持ちを伝えることが困難な方、大

きな音が苦手な方、微少な変化に敏感な方がお

り、ストレスからご自身を傷つける、または他者

に向かってしまう場合がある。職員は毎日の支援

の中で、利用者の行動や態度からご本人の苦手な

ことや伝えたいことを汲み取り、自傷や他害とい

った行動が起こる前に落ち着ける場所に移動する

等の対応を行っている。 

（事業計画書 p９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

 

 

③障害者センター

に対する熱意、創

造性 

・利用者が自発的

に活動できる環境

整備は万全か。 

 

 

 

〇 

〇 

・障害者センターでは、しょうがいのある方たち

の自立と社会参加のためにきめこまかな福祉サー

ビスを提供してきている。また、開設当初から可

能な限り支援者が利用者一人ひとりに合わせてい

くという発想を基本に支援を続けている。利用者

一人ひとりについての支援方針と支援方法の確認

を行い、活動プログラムや行事の工夫も加え、徹

底して支援が行えるよう努めてきている。 

（事業計画書 p１０ タ センターに対する熱

意、創造性に対する考え方を参照） 

・さまざまな表現

活動が体験できる

ような配慮はされ

ているか。 〇 

・重度の知的しょうがいのある方々の日中活動を

保障するために、プログラム内容を多様化し、

個々に合った活動に参加できるよう支援を行って

いる。 

（事業計画書 p１０ タ センターに対する熱

意、創造性に対する考え方を参照） 
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・一人ひとりの利

用者の発達状況の

把握、目標、生活

状況についての記

録と理解配慮はさ

れているか。 

〇 

 

・利用者の状況は職員打ち合わせをはじめとし

て、さまざまな機会に情報共有し、適切な支援に

結びつけている。個人記録票には日々の活動時の

様子、健康・身体状況、食事摂取や排泄の状況等

を記載し、活動日誌ほかの記録とともに適切に活

用及び管理を行っている。 

（事業計画書 p９ ソ 支援計画に対する考え方

を参照） 

・身近な自然との

関わり、戸外施設

外での活動は実施

されているか。 〇 

・週２回のさくら通り周辺等の歩道清掃の実施、

自主生産品（利用者の制作する手すきのはがきや

陶芸作品等）販売のＰＲ活動のイベント等、都外

施設外での活動も実施しており、地域住民と利用

者との交流の機会に繋がっている。 

（事業計画書 p１５ ヌ 地域における支援・地

域交流に対する考え方を参照） 

・工夫を凝らした

行事が実施されて

いるか。 

〇 

・障害者センター駐車場にテントを張り、紙すき

活動で作成した手すきのはがきや陶芸作品を利用

者が販売する等の行事を実施。近隣住民等が購入

に協力してくれるなどを契機に、あさがお利用者

と交流する機会に繋がることがあった。 

（事業計画書 p１５ ヌ 地域における支援・地

域交流に対する考え方を参照） 

 ④虐待などへの対

応 

・未然防止の取組

みを行っている

か。 

 〇 〇 

・「国立市社会福祉協議会 職員倫理綱領」に基

づき個人の尊重を第一に考えることを全職員で周

知徹底している。 

・毎年度当初に虐待についての所内研修を実施。

虐待の発生メカニズムや多様性、虐待の防止と対

処の方法などを継続的に研修。また、法人に虐待

防止委員会を設置しており、管理者とサービス提

供責任者が委員会に委員参画することで法人全体

として取組んでいる。 

（事業計画書 p１１ チ 虐待などへの対応に対

する考え方を参照） 
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・早期発見の取組

みを行っている

か。 

〇 

・虐待防止チェックリストの実施、結果にもとづ

く検討、法人全体での虐待防止研修の実施等を行

うとともに、令和 ５年度から身体拘束等の適正

化に関する検討部会を委員会内に設け、不必要な

身体拘束の廃止にも取り組んでいる。 

（事業計画書 p１１ チ 虐待などへの対応に対

する考え方を参照） 

 ・関係機関との連

携、相談体制は整

備されているか。 
〇 

 ・重要事項説明書や事業所内に虐待防止推進者

（施設長）、法人の第三者委員、しょうがい者虐

待防止センター（国立市）の相談窓口を案内し、

利用者、保護者への情報提供に努めている。 

（事業計画書 p１１ チ 虐待などへの対応に対

する考え方を参照） 

⑤事故防止及び事

故発生時の対策 

・事故防止並びに

事故発生時の対

応、防災対策マニ

ュアルを整備して

いるか。 〇 〇 

・事故防止策として、「ヒヤリ・ハット及び事故

報告による事故発生予防実施規程」に基づき、事

故につながる可能性の高い事案を職員が即共有す

るよう努めている。 

・「緊急対応マニュアル」を作成し、内部研修に

より事故防止及び事故発生時に備えている。 

・防災対策として、防火管理者を選任し、「国立

市障害者センター消防計画」を作成。月１回の避

難訓練を実施。大規模自然災害発生時への対応

は、法人の総合事業継続計画、事業所ごとの事業

継続計画に基づき、防災対策の実施を行う。 

（事業計画書 p１２ ツ 事故防止及び事故発生

時の対策に対する考え方を参照） 

 ⑥衛生・健康管理 

・利用者の健康管

理、疾病の早期発

見を目的とした保

健衛生・健康管理

を実施している

か。 

〇 

〇 

・疾病の早期発見を目的として、嘱託医の年１回

の定期健康診断、年１回の歯科検診、月１回の国

立市歯科医師会の歯科衛生士によるブラッシング

指導を実施している。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方を参照） 

・健康診断結果の

周知反映がなされ

ているか。 〇 

・診断結果は必ず保護者に文書通知し、再検査や

治療の必要がある場合には受診勧奨し、その結果

を共有している。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方を参照） 
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・衛生管理マニュ

アル、健康管理マ

ニュアルを作成し

ているか。 

 

〇 

・「感染症予防マニュアル」「疥癬対応マニュア

ル」を作成し、職員全員に周知徹底を図っている。

特に手洗いについては、洗面所に手洗いマニュア

ルを掲示、使い捨ての紙タオルを使用。また、ア

ルコール消毒液を配置し衛生を保持。 

・コロナ禍を踏まえた感染症対策の事業継続計画

を策定し、感染症り患者を確認した際の対応、拡

大予防等の対策を定め、職員全員で共有するほか、

障害者センター、あすなろ合同で感染対策委員会

を設置し、予防と蔓延防止の対策を定期的に協議

している。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

 ・職員の健康管理

は適切になされて

いるか。 

〇 

 

・年１回の定期健康診断等を実施。また、産業医

を選任し定期的に事業所巡視を実施するとともに

衛生委員会を設置・開催し、職場環境の改善や健

康被害の予防を図っている。 

・このほか、職員の心身の健康を維持するための

取り組みとして、「ストレスチェック」を年１回

実施。精神面の健康である「メンタルヘルス」に

ついて内部研修を行い、精神的な疲労、ストレ

ス、悩みなどの軽減や緩和、その他必要な対策を

実施。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方を参照） 

 ・発熱時の対応、

投薬の基準、及び

投薬管理は万全

か。 

〇 

・体温測定等のバイタルサインチェックを行い、

看護師主導のもと健康管理に留意している。検

温、必要時には血圧測定、週１回の体重測定を行

い、体調不良等の早期発見に努めている。 

・看護師を中心に利用者の心身の状態を正確に把

握し、保護者、医療機関とも連携を密にして利用

者の健康の維持増進に努めている。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方、事業計画書 p９ セ 運営理念及び基

本方針に対する考え方
を参照） 

・嘱託医、医療機

関との連携は適切

になされている

か。 
〇 

・衛生管理や定期的な健康診断については、担当

職員（看護師）を中心にスケジュール管理等を行

っている。 

また嘱託医には定期的な健康診断以外について

も、通院先に悩んでいる利用者の受診を柔軟に受

け入れてもらい、適切な連携に努めている。 
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（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方を参照） 

・施設の衛生管理

は適切か。 

〇 

 ・施設全体の衛生管理については、各室の換気、

手すりやテーブル、いす、備品類の消毒等を徹底

し利用者の健康管理、感染症予防を図っている。 

（事業計画書 p１２ テ 衛生・健康管理に対す

る考え方を参照） 

 ⑦給食の状況 

・給食における食

中毒等を予防する

ために適切な衛生

管理を行っている

か。 〇 

〇 

・食中毒防止として、調理室の室温、湿度、冷蔵

庫の温度、食材の温度を定期的に測定し適切な調

理環境であることを確認し、食材納品時の検品に

おいても品質、品温を必ず確認し記録。利用者が

喫食する前には必ず職員が検食を行い、調理した

ものは２週間冷凍保存。 

・多摩立川保健所が実施する給食関連の研修（食

品や給食業務に関連する法令について、ＨＡＣＣ

Ｐについて 等）に管理栄養士が参加している。 

（事業計画書 p１３ ト 給食に対する考え方を

参照） 

・利用者の健康面

を配慮し、個々に

即した給食の提供

や、健康管理、栄

養面での保護者へ

の相談体制の充

実、献立の周知

（献立の特徴・あ

り方）等がなされ

ているか。 

〇 

・利用者一人ひとりに合わせた食べやすく、楽し

みを味わうことが出来る食事の提供を、管理栄養

士を中心とした調理員が給食業務として対応。 

・利用者の個別的な配慮として、食事量や形態、

体調やアレルギー反応のある方へは別メニューで

対応。 

・保護者の求めに応じて、管理栄養士が個別に栄

養相談に対応。家庭での献立や食事内容、形態や

形状、食器などについて必要に応じた助言を行っ

ている。 

（事業計画書 p１３ ト 給食に対する考え方を

参照） 

 ・保護者に対して

必要に応じた喫食

状況の周知がなさ

れているか。 

〇 

 ・毎月のお便りと一緒にメニューも配布、また玄

関にも提示。ご家庭向けに年６回の「給食便り」

を発行している。 

（事業計画書p１３ ト 給食に対する考え方を参

照） 
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 ・安全に配慮した

食材料の使用はな

されているか。 〇 

 ・食品購入は管理栄養士が安心で安全な食材を吟

味し、季節の食材やくにたち野菜を取り入れてい

る。 

（事業計画書 p１３ ト 給食に対する考え方を

参照） 

 ⑧通信、保健だよ

り等広報活動 

・配布状況や内容

は適切になされて

いるか。 

   〇 〇 

・利用者、保護者、関係者には、毎月１回「あさ

がおだより」を発行配付し、活動の様子や予定な

どを周知。 

・年６回、偶数月には「健康かわら版」を発行配

付し、健康管理や旬の食材の活用などについて情

報提供を行っている。 

・利用者、保護者の同意のもと、ホームページや

インスタグラム等のＳＮＳを活用し、日常活動や

行事など、写真を添えて広報活動を実施。 

（事業計画書 p１４ ナ 通信、保健だより等広

報活動に対する考え方を参照） 

 ⑨保護者会や懇談

会の状況 

・保護者への支援

内容の説明や保護

者からの要望の受

け入れ等保護者と

のコミュニケーシ

ョンはなされてい

るか。 

〇 〇 

・保護者会を年３回開催。 

・保護者会では提起された要望や意見を職員全員

で確認し、支援のあり方やプログラム内容に反映

するようにしている。 

・保護者会の独自の活動として行う保護者間の交

流、職員との交流などの支援についても進めてい

る。 

（事業計画書 p１４ ニ 保護者会や懇談会に対

する考え方を参照） 

⑩地域における支

援・地域交流につ

いて 

・地域住民や関係

機関との連携は図

られているか。  

〇 〇 

・さくら通り周辺等の歩道清掃を週２回実施し、

地域の環境保護と美化に貢献している。 

・自主生産品（利用者の制作する手すきのはがき

や陶芸作品等）販売のＰＲ活動のイベントでは、

近隣住民等の購入を契機に、利用者との交流の機

会に繋がった。 

・外出の機会を積極的に設ける活動自体が、利用

者にとっての社会参加のひとつと位置付け、継続

している。 

・相談支援事業所やホームヘルパーの派遣、グル

ープホームを運営する他の福祉サービス提供事業

者との連携も積極的に実施している。 

・令和５年度より生活介護事業所情報交換会を開
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催し、公開座談会の企画や他の福祉サービス提供

事業所でのイベントへの相互参加をとおし、利用

者同士の交流、職員同士の交流の場として活用

し、地域に根ざした支援を実施している。 

（事業計画書 p１５ ヌ 地域における支援・地

域交流に対する考え方を参照） 

（２）管

理運営に

係る経費

の削減に

ついて 

①経費の低減につ

いて努力がみられ

るか。 

〇 〇 

・運営理念として「適正な予算管理」を位置づ

け、適正な予算執行と経費の削減に努め、年度ご

とに財政計画・事業計画を立て、適切な予算管理

に努めている。 

・毎月担当職員から管理職へ執行状況について報

告し、日頃から適切に予算執行が行われるよう努

めている。 

（事業計画書 p１５ ネ 経費の低減に対する考

え方、事業計画書 p４ オ 施設の管理運営に対

する考え方、事業計画書 p９ セ 運営理念及び

基本方針に対する考え方を参照） 

 

ウ くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ 

審査項目 評価の観点 評価  評価の理由 

１．法人に係わる事項 

（１）管

理体制 

①危機管理体制は 

適切か。 

1.法人の事業継続 

計画（BCP）を策定して

いるか。 

2.緊急時の連絡

体制が確立され

ているか。内容が

職員に周知され

ているか。 

〇 

〇 

・「緊急対応マニュアル」を作成し、職員に周知徹

底を図り、事故防止対策に努めている。 

・「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、災害時の対

応についてはこれに基づき、利用者の安全確保を

第一に可能な限り施設を開所し事業利用を可能と

するよう準備することとした。プロジェクトチー

ムを継続設置し、安否確認訓練、非常時参集訓練を

定期的に実施し、内容のブラッシュアップに取り

組んでいる。 

（事業計画ｐ２ 
ア 危機管理体制に対する考え

方を参照） 

〇 

②要望・苦情・トラ

ブルへの対応体制

は適切か。 
〇 〇 

・利用者、保護者からの要望や意見については、保

護者会を活用するとともに、日常的には毎日の送

迎時の添乗職員との情報交換や連絡帳等を用いて

迅速に対処できるよう職員全員で情報共有を図っ

ている。 

・苦情については、重要事項説明書に相談窓口を
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明記し、利用者、保護者、関係者に案内。相談窓口

については事業所内にも掲示し、ウェブサイトで

も公開、周知に取り組んでいる。
（事業計画ｐ３ 

イ 要望・苦情・トラブルへの対応体制に対する考

え方を参照） 

 ③個人情報保護へ

の対応体制は適切

か。 

〇 〇 

・「国立市社会福祉協議会個人情報保護規程」及び

事業ごとに定める「個人情報取扱業務概要説明書

（個人情報保護マニュアル）」に基づき、個人情報

を適正に取り扱うことを徹底し、利用者の“知る権

利”へも適切に対応している。 

・個人情報保護等の守秘義務の遵守や信用失墜行

為の禁止などを前提とする社会福祉専門職・看護

専門職が職務に従事している。常勤嘱託員の管理

栄養士や調理員も含め内部研修を実施し、個人情

報の保護や守秘義務の遵守について周知徹底して

職務にあたるよう努めている。 


（事業計画ｐ３ ウ 個人情報保護に対する考え方

を参照） 

（２）施

設の効

用を最

大限に

発揮で

きるか  

①サービス向上へ

の取り組みが見ら

れるか。 

〇 〇 

・毎月 1 回、支援会議を開催し、利用者ごと利用

状況、健康状態、コミュニケーション、日常生活動

作、活動等の状況の共有を行い、提供するサービス

内容の確認、向上に努めている。 

・第三者評価を定期的に受審し、新たに提起され

る課題の解決に向けて取り組んでいる。 

・利用者の高齢化、しょうがいの重度化について

は、一人ひとりの心身の状態の変化や健康 

状態を丁寧に観察し、医療機関等とも緊密に連携

し、適切な対応を行っている。 

（事業計画ｐ４ エ サービス向上に対する考え

方を参照） 

②施設の管理運営

に対する意欲が感

じられるか。 

〇 〇 

・施設の管理運営にあたっては、従前より適正な

予算執行と経費の削減を図り、適切な予算管理の

下に施設運営を行っている。 

・予算執行については、各事業の担当職員が事業

費に関わる部分を個々に検討し、効率的な編成に

努めている。 

・基本方針として「生命の尊厳」等９項目の基本方

針と支援実践の指針を設定し、職員全員に周知徹



- 27 - 

 

底している。毎年度基本方針の内容を確認し、利用

者支援の一層の質の向上に取り組んでいる。 

（事業計画ｐ４ オ 施設の管理運営に対する考

え方、事業計画ｐ８ セ 運営理念及び基本方針に

対する考え方
を参照） 

（３）管

理運営を

安定的に

行うこと

ができる

か 

①社会福祉事業の

運営実績は適切

か。 

〇 〇 

・住民主体と参加を前提とした福祉のまちづくり

を目的に、法内事業、法外事業を一体的に運営する

ことで、利用者にとって最も効果的かつ効率的に

福祉サービスを提供できるように努めており、社

会福祉事業の運営は適切であると判断する。 

・安定した運営実績をもとに、地域の社会資源の

一つとしてより開かれた公の施設たる責務を果た

すよう努めている。「地域の幸せ、生きがいをとも

につくる」ことを軸に、住民主体の福祉を実現する

ため、くにたち福祉会館、障害者センター、あすな

ろの３つの事業所を福祉推進の拠点として、協働

と連携による福祉のまちづくりの推進、地域の支

えあいの支援に取組むよう努めている。 

（事業計画ｐ５ カ 社会福祉事業の運営実績に

対する考え方を参照） 

②法令等の遵守は

確保されている

か。 

〇 〇 

・「社会福祉法人国立市社会福祉協議会公益通報対

応規程」を定め施行し、これをもとに法令等の遵守

に努めている。 

・「社会福祉法人国立市社会福祉協議会職員倫理綱

領」を定め、その周知徹底にも努めている。 

・就業規則にハラスメントの禁止を明記し、社内

研修を実施、その周知徹底にも努めている。 

（事業計画ｐ５ キ 法令等の遵守に対する考え

方を参照） 

 ③財政基盤（経営・

収支）は安定して

いるか。 

△ △ 

・主な収入源は国立市の補助金が大きく、指定管

理料を含む受託金収入として全体収入の８割近く

を占めている。独自収入を得るために住民参加に

よる会員会費のあり方検討委員会を設置し、会員

会費制度の見直しから会員増、会費収入増に努め

ている。 

（事業計画ｐ５ ク 財政基盤（経営・収支）に対

する考え方を参照） 
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 ④適正な監査が実

施されているか。 

〇 〇 

・関係法令や国立市の条例・指針を遵守し、内部監

査体制を整備することで、事業の効果的、効率的な

実施を促し、業務の適正性を確保している。法令遵

守、財務の透明性、サービスの質の向上を図り、利

用者の信頼に応えるよう努めている。 

 （事業計画ｐ６ ケ 適正な監査に対する考え方

を参照） 

 ⑤適正な職員の配

置がなされている

か。 

 ・支援に必要な

専門職の配置がな

されているか。 

〇 〇 

・施設長１名（正規職員／障害者センターあさが

おと兼任兼務）、サービス管理責任者１名（正規職

員／介護福祉士。他に有資格２名あり）、看護師２

名（正規職員１名、非常勤職員 １名）、支援員３名

（正規職員１名、常勤嘱託員１名、非常勤職員１

名、再雇用職員１名／介護福祉士１名、社会福祉士

２名、介護職員初任者研修修了者１名。有資格の重

複あり）、管理栄養士１名（常勤嘱託員／他に有資

格１名あり）、調理員２名（非常勤職員２名）、事務

員１名（介護職員初任者研修修了者１名） 

・東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要綱の

職員配置基準では職員５名（看護師２名、介護員等

３名）となっており、あすなろは職員５名が配置さ

れている。法令より厳しい東京都の人員基準を満

たしており、支援に必要な専門職の配置がなされ

ていると評価できる。 

（事業計画ｐ６ コ 適正な職員の配置に対する

考え方 を参照） 

 ⑥職員に対する研

修体制は適切か。 

〇 〇 

・職員研修の体系化を目指し、研修テーマを関連

づけ、基礎研修、社会福祉法人従事者研修、個別事

務事業研修等を職位階層ごとに内容を精査し試行

実施。 

・職員の育成計画を試行策定し、キャリアパスの

導入を検討。専門職たる資格取得の奨励、資格取得

後の業務への反映などを検討し、職員の離職防止

に努めている。 

・外部機関によるさまざまな専門研修に職員を派

遣し、しょうがいのある方への支援の質の向上、施

設運営の適正化に取り組んでいる。 

（事業計画ｐ７ サ 職員に対する研修体制に対

する考え方
を参照） 
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 ⑦公益通報者保護

法に定める内部通

報窓口を整備し、

職員に周知してい

るか。 

〇 〇 

・通報者が直接相談・通報ができる窓口として第

三者委員を任命し、電話・FAX・電子メールでの通

報及び相談の受付から対応を整備。内部通報の内

容については、速やかに内容の調査を実施し、調査

の結果、不正行為が明らかになった場合には是正

措置及び再発防止措置を講じている。 

・職員に対しては公益通報制度の意義や通報者保

護の重要性について研修を実施。制度理解と遵守

意識の向上を図っている。 

（事業計画ｐ７ シ 内部通報窓口の整備に対す

る考え方を参照） 

（４）そ

の他 

 

①環境保護に配慮

した取り組みを行

っているか。 

〇 〇 

・事務用紙のリサイクル（裏紙使用、廃棄用紙のリ

サイクル、分別収集）、回覧等を電子メールで行う

ことによるペーパーレス化、備品購入時のエコマ

ーク商品の優先、冷暖房の適正な温度設定などに

取り組み、環境保護に取り組んでいる。 

・職員が使用する業務用パソコンの入替にあたっ

て、リサイクル整備品（官公庁の払い下げ品の再利

用品）を購入し、環境保護に努めている。 

・日常的なプログラム活動として、あすなろの園

庭にて野菜や花の栽培等の園芸活動に取り組んで

いる。この活動を通じ、園庭の美化にも取り組みな

がら利用者、来所者が園庭を見て心が和むよう、暖

かく優しい環境づくりに取り組んでいる。 

（事業計画ｐ８ ス 環境保護に配慮した取り組

みに対する考え方
を参照） 

２．施設の個別事項 

(１)施設

運営 

①運営理念及び

基本方針 

・あすなろの運

営理念及び基本

方針は施設目的

に適合している

か。 

〇 〇 

・あすなろ条例第１条にある「市内在住の重症心

身障害者ができるだけ長い期間、家族とともに地

域社会の中で生活できるようにするために本施設

を設置する」を運営理念とし、利用者の日中活動の

拠点として、また住民主体と参加を前提とした福

祉のまちづくりのための地域の社会資源の一つと

して運営している。 

・市内在住の重度の知的しょうがいと肢体不自由

がある利用者が、日常生活を安心安全に活動する

ことを支援していくために、「安全の優先」をはじ

めとして「生命の尊厳」「個人の尊重」「人権の尊
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重」等々９項目の考え方を基本に、的確な対人援助

サービスを提供し、適正な施設の運営管理業務を

行っている。 

・基本方針を具現化するために様々な支援を実践

し、基本方針と支援実践の指針を日常業務遂行に

あたって全職員に周知徹底している。 

（事業計画書 P８ セ 運営理念及び基本方針に

対する考え方を参照） 

 ②支援計画 

・利用者につい

て、適切に支援す

る計画となって

いるか。 

〇 

〇 

・個別支援計画案は利用者、保護者との個別面談

において内容を説明し、意見や要望を伺い修正等

を行った後、支援計画の成案とし署名の上、個別支

援計画として最終的に決定している。 

・毎年度末に個別支援会議において、支援員、看護

師、サービス管理責任者で作成した利用者ごとの

個別支援計画案を、管理栄養士、理学療法士、作業

療法士を含めた職員等で検討し、翌年度の個別支

援計画案を策定。 

（事業計画書 P９ ソ 支援計画に対する考え方を

参照） 

・基本的人権を

尊重した個人の

意思による自己

選択や自己決定、

意思表明を支援、

保障しているか。 

〇 

・個別支援計画の立案と決定のプロセスでは、前

述したあすなろ運営の理念にもとづき、利用者主

体・自己決定・家族支援・権利擁護等の理念が反

映されるよう配慮している。 

（事業計画書 P９ ソ 支援計画に対する考え方を

参照） 

 ・身体状況・利用

等の記録と職員

への周知は適切

になされている

か。 

 

〇 

・全利用者の検温・脈拍・呼吸・顔色などのバイタ

ルチェックを行い、記録して利用者の健康管理に

活用。看護師主導のもと健康管理に留意し、検温、

必要時には血圧測定、週１回の体重測定で体調不

良等の早期発見に努めている。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

・利用者に対する

支援計画は、定期

的かつ情況に応じ

て評価され改定が

適切になされてい

るか。 

〇 

・毎月の支援会議で支援の内容を評価し、半年に

１回、見直しと再評価（モニタリング）を実施し、

文書化して利用者、保護者に説明している。 

・個別支援計画検討会を設置し、個別支援計画の

様式に中長期の目標の設定、当該年度の取り組む

べき短期目標を明確化にした様式を採用。 
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 （事業計画書 P９ ソ 支援計画に対する考え方を

参照） 

・地域との連携

に対し積極的か。 

 

 

 

 

 

〇 

・隔月１回、店舗での散髪が難しい利用者を対象

に市内美容師の訪問を受入れ、ボランティア活動

の一環として散髪を実施。毎月１回ピアノとトロ

ンボーンの演奏会の開催。年１回のコンサートの

開催などで地域の方との交流を推進。 

（事業計画書 P１６ ヌ 地域における支援・地域

交流に対する考え方を参照） 

 ・地域生活支援

への取り組みは

できているか。 

 
〇 

 

・活動プログラムの中で利用者が持っている力や

可能性を発揮することができ、楽しく社会参加し

ていく、地域社会の中で豊かに暮らしていく、とい

う視点をもって支援に取り組んでいる。 

（事業計画書 P１０ タ あすなろに対する熱意、

創造性に対する考え方を参照） 

・利用者の不適

応行動に対して、

その原因を捜し

ながら問題解決

に向けた対応策

がとられている

か。 

〇 

・自身の意思や気持ちを伝えることが難しい利用

者に対し、職員は毎日の支援の中で利用者の行動

や態度から伝えたいことを汲み取り、個別支援計

画に反映させている。保護者等の意見も尊重しな

がら、利用者の意向を最優先に考えて支援してい

る。 

（事業計画書 P９ ソ 支援計画に対する考え方を

参照） 

 ③あすなろに対

する熱意、創造性 

・利用者が自発

的に活動できる

環境整備は万全

か。 

 

〇 〇 

・自主製品の制作に利用者が取り組み、利用者に

工賃支給を行うことができた。地域のイベントへ

の作品の出品や、障害者週間期間中には利用者自

身による販売活動に取組んでいる。社会の一員と

して、くにたち市民の一人として何ができるかと

いうことを考えながら、出来ることを見つけ、活

動に結びつけていく取り組みを継続。 

（事業計画書 P１０ タ あすなろに対する熱意、

創造性に対する考え方を参照） 
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・さまざまな表

現活動が体験で

きるような配慮

はされているか 

 

〇 

・活動プログラムで利用者が持っている力や可能

性を発揮することができ、楽しく社会参加してい

く、地域社会の中で豊かに暮らしていく、という

視点を加え、音楽活動（ボランティアによる演奏

会）や季節の行事、壁画の作成、園芸など、利用

者にわかりやすく馴染みやすい内容のプログラム

を実施。機能訓練についても、一人ひとりの生活

の中で健康を維持するために必要な運動といった

位置づけとし、ボッチャやボウリングなどの体を

動かすレクリエーションを積極的に取り入れ、楽

しみながら体を動かす取り組みを実施。 

（事業計画書 P１０ タ あすなろに対する熱意、

創造性に対する考え方を参照） 

 ・一人ひとりの

利用者の発達状

況の把握、目標、

生活状況につい

ての記録と理解

配慮はされてい

るか。 

 

〇 

 

・利用者の状況は職員打ち合わせをはじめとし

て、さまざまな機会に情報共有し、適切な支援に

結びつけている。個人記録票には日々の活動時の

様子、健康・身体状況、食事摂取や排泄の状況等

を記載し、活動日誌ほかの記録とともに適切に活

用及び管理を行っている。 

（事業計画書 P９ ソ 支援計画に対する考え方を

参照） 

・身近な自然と

の関わり、戸外施

設外での活動は

実施されている

か。 
〇 

・日常的なプログラム活動として施設内の園庭で

野菜や花の栽培等の園芸活動に取り組んでいる。

この活動を通じて、園庭の美化にも取り組みなが

ら利用者だけでなく、全ての来所者が園庭を見て

心が和むよう、暖かく優しい環境づくりを心がけ

ている。 

（事業計画書 P８ ス 環境保護に配慮した取り組

みに対する考え方を参照） 
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 ・工夫を凝らし

た行事が実施さ

れているか。 

 

〇  

・音楽活動（ボランティアによる演奏会）や季節

の行事、壁画の作成、園芸など、利用者にわかり

やすく馴染みやすい内容のプログラムを実施。ま

た、機能訓練についても、一人ひとりの生活の中

で健康を維持するために必要な運動といった位置

づけとし、ボッチャやボウリングなどの体を動か

すレクリエーションを積極的に取り入れ、楽しみ

ながら体を動かす取り組みを実施している。 

（事業計画書 P１０ タ あすなろに対する熱意、

創造性に対する考え方を参照） 

 ④虐待などへの

対応 

・未然防止の取

組みを行ってい

るか。 
〇 

〇 

・毎年度当初に、虐待についての所内研修を実施

し、その発生のメカニズムや多様性、虐待の防止と

対処の方法などについて繰り返し学習を実施。ま

た、本会に虐待防止委員会を設置し、管理者とサー

ビス提供責任者が委員会に委員参画することで虐

待防止に法人全体として取り組んでいる。 

（事業計画書 P１２ チ 虐待などへの対応に対す

る考え方を参照） 

・早期発見の取

組みを行ってい

るか。 

 〇 

・虐待防止チェックリストの実施、結果にもとづ

く検討、法人全体での虐待防止研修の実施等を行

うとともに、令和 5 年度から身体拘束等の適正化

に関する検討部会を委員会内に設け、不必要な身

体拘束の廃止にも取り組んでいる。 

（事業計画書 P１２ チ 虐待などへの対応に対す

る考え方を参照） 

 ・関係機関との

連携、相談体制は

整備されている

か。 

 

〇 

・組織内での不正・不実の行為があった場合など

には、その事実を発見し通報した者が、不利益を

被らないよう、『国立市社会福祉協議会 公益通報

対応規程』を策定し、虐待をはじめとする不正・

不実行為の抑止に取り組んでいる。また、重要事

項説明書や事業所内に関係機関等の相談窓口（虐

待防止推進者（施設長）、法人の第三者委員、・し

ょうがい者虐待防止センター（国立市））を案内

し、利用者、保護者への情報提供に努めている。 

（事業計画書 P１２ チ 虐待などへの対応に対す

る考え方を参照） 
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 ⑤事故防止及び

事故発生時の対

策 

・事故防止並び

に事故発生時の

対応マニュアル

は整備している

か 

〇 〇 

・「国立市社会福祉協議会ヒヤリ・ハット及び事

故報告による事故発生予防実施規程」に基づき、

ヒヤリとした事案を職員が即共有し事故の発生防

止に努めている。 

・「緊急対応マニュアル」を作成し、内部研修に

より内容の周知徹底を図り、事故防止及び事故発

生時に適切な対応ができるよう努めている。 

（事業計画書 P１２ ツ 事故防止及び事故発生時

の対策に対する考え方を参照） 

 ⑥衛生・健康管理 

・利用者の健康

管理、疾病の早期

発見を目的とし

た保健衛生・健康

管理を実施して

いるか。 

 

〇 

〇 

・利用者は心身のしょうがいが重度であるため体

調の変化をきたしやすく、加齢による機能低下が

進行しやすい特性があるため、個々に応じた健康

管理を第一に考えたサービスを提供している。 

・看護師を 2 名（正規職員 1 名、非常勤職員 1 

名）配置し、利用者の身体状況を毎日観察し、微

小な変容であっても保護者に連絡し経緯を確認す

るなどの対応をとっている。服薬についても看護

師が対応し、適切に管理。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

・健康診断結果

の周知反映がな

されているか。 

 

〇 

・診断結果は必ず保護者に文書通知し、再検査や

治療の必要がある場合には速やかに受診するよう

働きかけ、その結果も共有するよう促している。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

 ・衛生管理マニ

ュアル、健康管理

マニュアルは作

成されているか。 

 
〇 

・「感染症予防マニュアル」「疥癬対応マニュア

ル」を作成し、職員全員に周知徹底を図ってい

る。特に手洗いについては、洗面所に手洗いマニ

ュアルを掲示、使い捨ての紙タオルを使用してい

る。また、アルコール消毒液を配置し衛生を保

持。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 
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・職員の健康管

理は適切になさ

れているか。 

 

〇 

・職員には年１回の定期健康診断等を実施。 

・産業医を選任し定期的に事業所巡視を実施する

とともに衛生委員会を設置・開催し、職場環境の

改善や健康被害の予防に努めている。 

このほか、職員の心身の健康を維持するための取

り組みとして、「ストレスチェック」を年１ 

回実施。「メンタルヘルス」について内部研修を

行い、精神的な疲労、ストレス、悩みなどの軽減

や緩和、その他必要な対策を実施。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

 ・発熱時の対応、

投薬の基準、及び

投薬管理は万全

か。 

 

〇 

 

・看護師を 2 名（正規職員 1 名、非常勤職員 1 

名）配置し、利用者の身体状況を毎日観察し、微

小な変容であっても保護者に連絡し経緯を確認す

るなどの対応をとっている。服薬についても看護

師が対応し、適切に管理。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方を参照） 

・嘱託医、医療機

関との連携は適

切になされてい

るか。 

 

〇 

・嘱託医は毎月１回定期的に来所し、必ず看護師

が立会い日常の様子を伝えながら診察を行ってい

る。 

・利用者一人ひとりの主治医、嘱託医、理学療法

士、作業療法士、その他医療機関と連携し日々の

支援に取り組んでいる。 

・看護師を中心に利用者の健康状態の把握と体調

の維持に常に気を配りつつ、毎月嘱託医による定

期診察を実施し、家庭とも連絡帳・電話・送迎時

に直接口頭で等々、複数の方法でコミュニケーシ

ョンを図り、利用者の健康の維持増進に努めてい

る。 

（事業計画書 P１３ テ 衛生・健康管理に対する

考え方、事業計画書 P１０ タ あすなろに対する

熱意、創造性に対する考え方を参照） 
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 ⑦給食の状況 

・食中毒等を予防

するために適切な

衛生管理を行って

いるか。 

 
〇 

〇 

・食中毒防止として、調理室の室温、湿度、冷蔵庫

の温度、食材の温度を定期的に測定し適切な調理

環境であることを確認。食材納品時の検品では品

質、品温を必ず確認し記録。調理時には加熱加工す

る食材は中心温度と加熱時間を測定し、火の通り

を確実に確認。利用者が喫食する前には必ず職員

が検食を行い、調理したものは２週間冷凍保存し

ている。 

・多摩立川保健所が実施する給食関連の研修（食

品や給食業務に関連する法令について、ＨＡＣＣ

Ｐについて等）に管理栄養士が参加。 

（事業計画書 P１４ ト 給食に対する考え方を参照） 

・利用者の健康面

を配慮し、個々に

即した給食の提供

や、健康管理、栄養

面での保護者への

相談体制の充実、

献立の周知（献立

の特徴・あり方）等

がなされている

か。 

〇 

・栄養のバランス、カロリー量を勘案し、健康の維

持増進が図れるよう毎日の給食を提供。 

・食に関する嗜好や摂食しやすい食形態等を定期

的にアンケート調査し、その結果から利用者一人

ひとりについて考慮し、食べやすく、美味しく楽し

い給食の提供に努めている。 

（事業計画書 P１４ ト 給食に対する考え方を参

照） 

・保護者に対して

必要に応じた喫食

状況の周知がなさ

れているか。 

 
〇 

・給食の提供において、年１回保護者と利用者の

会食会を開催。 

・毎月カロリー数を表示した献立表と写真入りで

「給食だより」を作成して配布する等、家庭に対し

あすなろの給食に関する情報提供を丁寧に行って

いる。 

（事業計画書 P１４ ト 給食に対する考え方を参

照） 
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・安全に配慮した

食材料の使用はな

されているか。 

 〇 

・食の安全を第一に考え、食材料は可能な限り国

産品を使用。食材の仕入れ先業者からの納品書に

は必ず生産地の記載を求め、食材料全ての安全性

を確認するよう配慮。 

（事業計画書 P１４ ト 給食に対する考え方を参

照） 

 ⑧保護者会や懇談

会等の状況 

・保護者への支援

内容の説明や保護

者からの要望の受

け入れ等、保護者

とのコミュニケー

ションはなされて

いるか。 

〇 〇 

・保護者会を年４～５回開催し、利用者の日常の

様子を伝え保護者からの要望や意向を伺い、日々

の支援に反映させている。保護者会では提起され

た要望や意見を職員全員で確認し、支援のあり方

やプログラム内容に反映するよう検討し取り組ん

でいる。 

・例年６月に開催する保護者会終了後、保護者に

も給食を提供し、利用者や職員と昼食会 

を行うなど、交流を図っている。 

・保護者を対象とした国立市歯科医師会の歯科衛

生士によるブラッシング指導を実施。 

（事業計画書 P１５ ニ 保護者会や懇談会に対す

る考え方を参照） 
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 ⑨地域における支

援・地域交流につ

いて 

・地域住民や関係

機関との連携は図

られているか。 

 

〇 〇 

・隔月１回、店舗での散髪が難しい利用者を対象

に市内美容師の訪問を受入れ、ボランティア活動

の一環として散髪を実施。 

・レクリエーション活動では、毎月１回ピアノと

トロンボーンの演奏会の開催、年１回のコンサー

トの開催などをとおして地域の方との交流を推

進。 

・国立市社協ボランティアセンターによる「夏体

験ボランティア」に協力し学生ボランティアの受

け入れを実施。このほか、国立市内にある東京ＹＭ

ＣＡ医療福祉専門学校より介護福祉士養成課程の

実習生を受入れ、毎年３名の学生を受け入れてい

る。 

・令和４年度から地域住民向けの介護講座を企画、

開催。 

（事業計画書 P１６ ヌ 地域における支援・地域

交流に対する考え方を参照） 

（２）管

理運営

に係る

経費の

削減に

ついて 

①経費の低減に

ついて努力がみ

られるか。 

〇 〇 

・適正な予算執行と経費の削減に努め、年度ごと

に財政計画・事業計画を立て、適切な予算管理のも

とに施設を運営。予算案については、活動ごとの担

当職員が係る経費について細かく検討を行い、無

駄のない予算編成に取り組んでいる。毎月、担当職

員から管理職へ執行状況について報告し、日頃か

ら適切に予算執行が行われるよう努めている。 

（事業計画書 P１６ ネ 経費の低減に対する考え

方を参照） 

 

③ 付帯意見 

・ 会費及び寄付収入増の取組など、さらなる自主財源の確保に努められたい。 

・ 国立市社会福祉協議会の認知度向上のため、利用者以外に対する広報に努

められたい。 

・ これまで取り組んできた求人チラシの配布やリファラル採用等を踏まえ、

市とも協力をしながら人材確保に努めるとともに、人材育成にも注力された

い。 

・ ＩＣＴを活用した利用者の利便性向上及び職員の負担軽減の取組として、

くにたち福祉会館のウェブ予約の導入に向けて、早急に検討されたい。 
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④ まとめ 

②指定管理者候補者選定審査結果のとおり、選定基準の評価の観点を満たし

ており、指定申請者を指定管理者の候補者に認定する。ただし、安定的な施設

運営が望まれるため、△とした項目及び③付帯意見を意識した施設運営を行う

よう、選定委員会として求める。 

 

（２）くにたち北高齢者在宅サービスセンター 

① 指定申請者 

  社会福祉法人弥生会 

 

② 指定管理者候補者選定審査結果 

審査項目 評価の観点 評価 評価理由 

１．法人に係る事項   

（１）管

理体制 

①危機管理体制

は適切か。 

・法人の事業継続

計画（BCP）を策定

しているか。 

 

・緊急時の連絡体

制が確立されて

いるか。内容が職

員に周知されて

いるか。 

〇 

〇 

有事に備え、避難訓練、救急救命講習等を行ってい

る。また、新型コロナウイルス感染者が発生した際

は、保健所への連絡、相談及び指導を仰ぎ、感染拡

大の抑止に努めたことで、令和６年度は事業休止を

最小限に留めることができた。 

BCP の策定のみならず、当該計画を踏まえた研修や

訓練などを企画している。 

電話による緊急連絡網に加えて、今後は、メール・

SNS による連絡網の整備を予定している。 〇 

②要望・苦情・ト

ラブルへの対応

体制は適切か。 

〇 〇 

意見箱、サービス相談委員会の設置ほか事故補償保

険への加入や、弁護士等の専門家の助言を受けるこ

とができる体制となっている。 

③個人情報保護

への対応体制は

適切か。 
〇 〇 

在職中及び退職後に関わらず、スタッフには守秘義

務を課している。 

その他、電子データのパスワード管理、個人情報が

記された書類や磁気媒体の管理・保管方、施設利用

者の肖像権について配慮している。 
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（２）施

設の効用

を最大限

に発揮で

きるか 

①サービス向上

への取り組みが

見られるか。 

〇 〇 

当該施設は、通所介護、介護予防・日常生活支援総

合事業の２つのサービスを提供しており、地域住民

及び利用者のニーズを汲み取り、サービス向上に繋

げることができるように努めている。特に、市内で

は導入事例が少ない機械浴槽設備を２台有してお

り、入浴介護が難しい方にとって、喜ばれている。

また、利用者の情報をわかりやすく管理し、利用者

に寄り添った対応ができるよう、スタッフ一同取り

組んでいる。 

②施設の管理運

営に対する意欲

が感じられるか。 

〇 〇 

通所介護サービスに加え、各種サービス(地域包括

支援センター北窓口、食事サービス、シルバーピア

生活援助員配置事業等)を実施することで、市内の

北・西地域の高齢者施策の拠点となるよう取り組ん

でいる。 

今後は、送迎エリアを国立市全域及び隣接する立川

市、国分寺市の一部地域も対象とすることで、更に

利用者増に向けた取組を計画している。 

（３）管

理運営を

安定的に

行うこと

ができる

か 

①社会福祉事業

の運営実績は適

切か。 

〇 〇 

平成元年の法人設立以来、国立市を中心に高齢者の

福祉事業に取り組んでいる。毎年度、東京都指定情

報公表センターによる介護サービス情報の公表調

査に回答しており、第三者機関による福祉サービス

第三者評価も受審し、利用者満足向上に繋がるため

の取組みについて好評価を得ている。ゆえに、運営

実績は適切といえる。 

②法令等の遵守

は確保されるか。 

〇 〇 

利用者の日頃の安心・安全に配慮し、各種遵守すべ

き事項を徹底している。法人内部の体制における遵

守事項について、経理関係は会計事務所に確認を依

頼し、労務関係は社会保険労務士の指導を受けてい

る。 

③財政基盤（経

営・収支）は安定

しているか。 

〇 〇 

直近３ヵ年度（令和３～５年度）における各年度決

算と比較して、令和６年度決算は相対的に良好な結

果であり、くにたち苑単体の決算では、収支が安定

し、当初の計画どおり 1,000 万円の積立を行うこと

ができており、法人全体における財政基盤は安定傾

向にあるといえる。 
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④適正な監査が

実施されている

か。 〇 〇 

毎年、書類上の確認だけでなく、外部監査員に理事

会・評議員会に参加していただき、日常の法人運営、

施設運営の情報を踏まえた監査として、適切に行っ

ている。 

⑤適正な職員の

配置は可能か。 〇 〇 

介護保険法で示されている職員配置基準を超える

職員配置を行っており、研修や資格取得の斡旋な

ど、職員の育成、定着に向けて取り組んでいる。 

⑥職員に対する

研修体制は適切

か。 

〇 〇 

隔月で内部研修会を企画しており、法人全体で職員

の育成に向けて取り組んでいる。 

⑦職員の健康管

理、カウンセリン

グ等の相談機関

を設けて、適切な

ケアを行ってい

るか。 

〇 〇 

コロナ禍を契機に採用した当日出勤するスタッフ

の自己健康管理を行う体制を現在も継続している。

また、健康診断の結果は産業医とも共有し、必要に

応じて指導やカウンセリングを行っており、毎年１

回、全職員を対象にストレスチェックを行ってい

る。 

⑧公益通報者保

護法に定める内

部通報窓口を整

備し、職員に周知

しているか。 

〇 〇 

職員採用時だけでなく、施設の入り口に掲示するな

ど、いつでも確認できるようにしている。 

（４）そ

の他 

①環境保護に配

慮した取り組み

を行っているか。 〇 〇 

冬季の暖房運転に必要な電力は、深夜電力を活用す

るほか、LED 電球への交換、こまめな消灯など現場

レベルで取り組むことができる対応を実施してい

る。また、ごみの分別や資源ごみのリサイクル回収

などを励行している。 

２．施設の個別事項 

（１）施

設運営 

①くにたち北高

齢者在宅サービ

スセンターの運

営方針は、市の施

策及び介護保険

法、その他関連法

令に合致してい

るか。 

〇 〇 

理念、基本方針、所管事業いずれも関連法令に合致

している。 
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②事業計画が関

連法令等の趣旨

を反映し、福祉の

向上を目指す妥

当なものである

か。 

〇 〇 

前年度の事業実績及び第三者評価の結果等を踏ま

え、次年度計画への反映を行っており、妥当である

といえる。 

③福祉事業に対

する熱意、創意工

夫 

・快適に施設を利

用できる環境整

備に努めている

か。 

〇 

〇 

利用者満足向上のため、一人ひとりの所持品ほか、

カルテを個別に管理し、スタッフ全員が共有・把握

できるように努めている。また、各スタッフの業務

を縦割りに振り分け、把握し易くする一方で、ジョ

ブローテーションを定期的に行うことで、各スタッ

フのスキル向上と組織としてのチーム力向上に励

んでいる。 

利用者、その家族への満足度調査やケアマネージャ

ーとの意見交換、意見箱の設置など、ニーズ把握や

意見、苦情に対する情報収集につながる体制を設け

ている。 

・様々な利用者ニ

ーズや苦情の把

握、管理運営への

反映がなされて

いるか。 

〇 

④施設の特質を

いかし、利用促進

への工夫が図ら

れているか。 

・身近な自然との

関わり、戸外・施

設外での活動は

実施されている

か。 

〇 

〇 

施設内に厨房を備えており、直営で調理できること

で、個々のニーズや健康状態等の配慮すべき事項を

踏まえた対応が可能となっている。また、出来立て

を提供できる点は当該施設の強みといえる。 

コロナ禍により自粛してきた屋外活動、ボランティ

ア企画、歳時記にちなんだ給食の提供、縁日企画な

どは、第三者評価において、特に良い点として評価

されている。 

・工夫を凝らした

行事が実施され

ているか。 

〇 

⑤施設の利用に

あたり公平性が

確保されている

か。 

〇 〇 

利用希望者が、施設の送迎可能地区及び定員数の範

囲内であれば、介護度、男女の区別なく受け入れを

行っている。 

⑥利用者への応

対は適切か 〇 〇 

接遇向上に向けた研修や、個々の利用者に応じた対

応ができるようカルテを個別に管理し、スタッフ全

員が共有・把握できるように努めている。 
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・接遇に関する具

体的な取り組み

を行っているか。 

利用者にいつもと異なる変化が見受けられた際は、

家族への連絡を速やかに行い、利用者の状態悪化の

予防に努めており、利用者は勿論、そのご家族から

も高評価を得ている。 ・合理的配慮の提

供がなされてい

るか。 

〇 

・その他、様々な

困難や悩みを抱

える利用者（家族

等含む）に対し

て、適切な対応を

行っているか。 

〇 

⑦虐待などへの

対応 

・未然防止の取り

組みを行ってい

るか。 

〇 

〇 

半年に一度、職員全体で虐待・不適切なケアに対す

る研修を行っている。 

職員全体で虐待に対する意識を高め、相互に気づき

あえる体制を設けている。 

もしもの場合、速やかに市へ連絡・相談するなどの

体制も整えており、早期発見、早期対応に繋がった

事例がある。 

・早期発見の取り

組みを行ってい

るか。 

〇 

・関係機関との連

携、相談体制は整

備されているか。 

〇 

（２）安

全対策 

①事故防止等安

全対策・事故防止

並びに事故発生

時の対応、防災対

策等のマニュア

ルは整備してい

るか。 

〇 

〇 

マニュアルをもとに日常的な事故防止に努めてい

る。また、防災対策も消防計画等を作成し、定期的

な訓練を行うことで、緊急事態における迅速な対応

に繋がるよう心掛けている。その他の日常面では、

警備会社への業務委託により、夜間・休日の安全管

理を補完する体制を整えている。 

・避難、誘導、通

報訓練等対策は

適切か。 

〇 

・保安警備対策は

適切か。 〇 
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②衛生・健康管理 

・施設の衛生管理

は適切か。 
〇 

〇 

衛生面については、当該法人が作成した衛生管理マ

ニュアル、感染症対策マニュアルを、当該施設の実

態に即した内容に修正し、運用している。 

尚、コロナ禍において実施していたスタッフの健康

管理上の各種点検・確認は、５類に分類された以降

も引き続き、毎日実施している。 

・衛生管理、感染

症対策等のマニ

ュアルは整備し

ているか。 

〇 

③給食の状況 

・利用者の健康面

を配慮し、個々に

即した食事の提

供や、健康管理、

栄養面での家族

への相談体制の

充実、献立の周知

（献立の特徴、あ

り方）等がなされ

ているか。 

〇 

〇 

食事に関しては、当該施設内に厨房を備えており、

直営で調理できることで、個々のニーズや健康状態

等の配慮すべき事項を踏まえた対応が可能となっ

ている。 

具体的には、利用者の嚥下状態や健康状態から、

「粥･刻み食などの形態変更」「アレルギーや嗜好

による主菜の代替」「主食・主菜の量の調整」など

可能な限り個別に対応している。また、献立は、１

ヶ月間で同じ献立が重ならないように作成してい

る。 

食品衛生に係る各種基準、指標のほか保健所の指導

を遵守し、衛生管理の徹底に努めている。 ・食中毒等を防止

するための対策

は適切か。 

〇 

（３）管

理運営に

係る経費

の削減に

ついて 

①経費の低減に

ついて努力が見

られるか。 

・物品購入契約等

において、入札や

見積比較等を実

施しているか。 

〇 

〇 

高額な物品は、見積比較の上で、購入している。一

方、日常的な消耗品については、単価比較だけでな

く、まとめての購入割引と比較するなど経費削減に

つながるよう取り組んでいる。また、使用頻度など

を基に予算書を作成している。 

事業運営費に係る食材料費については、メニューを

工夫し、経費削減に向けた取組を励行するほか、食

材の適量発注・適量消費を呼びかけ、生ごみは水切

りを行うことを徹底している。また、光熱費に関し

ては、不要な箇所は消灯または間引くなど、エネル

ギー消費の節約に励んでいる。 

・積算根拠を明確

にした予算書等

の作成は行われ

ているか。 

〇 

・その他具体的な

経費削減策を実

行しているか。 
〇 
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（４）そ

の他 

①広報活動は適

切か。 

・便りの発行、配

布状況や内容は

適切になされて

いるか。 

〇 〇 

利用者向けに、毎月便りを発行するほか、ホームペ

ージ等で当該法人の実績や活動事例を紹介してい

る。 

令和５年度より再開した居宅介護支援事業所への

訪問を継続したこと、また相談員が地域のケアマネ

ージャーと密に連絡を取り合い、食事サービス部門

の試食を催すなどの取組に励んだ結果、利用者増・

利用率増に奏功している。 

②家族会や懇談

会の状況・家族等

への説明、家族等

からの要望の受

け入れ等、コミュ

ニケーションを

図る機会を設け

ているか。 

〇 〇 

コロナ禍以前は、年２回、家族懇談会を開催してい

たが、コロナ禍は実施を見合わせており、５類分類

以降も感染拡大防止の観点から、引き続き、実施を

見合わせている。しかしながら、手紙ベースのおた

よりを作成し、近況報告するほか、利用者にいつも

と異なる変化が見受けられた際は、家族への連絡を

速やかに行い、利用者の状態悪化の予防に努めてお

り、利用者は勿論、そのご家族からも高評価を得て

いる。 

 

③ 付帯意見 

 ・ 高齢者介護事業を取り巻く環境は大変厳しいが、当該施設の運営が持続可

能なものとなるよう、利用率向上や人材育成について、市の協力も得ながら、

引き続き取組を進められたい。 

 

④ まとめ 

②指定管理者候補者選定審査結果のとおり、選定基準の評価の観点を満たし

ており、指定申請者を指定管理者の候補者に認定する。ただし、より安定的な

施設運営が望まれるため、③付帯意見を意識した施設運営を行うよう、選定委

員会として求める。 
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４ 参考資料 

 (１) 指定管理者選定委員会等開催経過 

令和６年１１月２５日 

くにたち福祉会館、くにたち北高齢者在宅サービスセンター、国

立市障害者センター及びくにたち心身障害者通所訓練施設あすな

ろに係る指定管理者制度の活用及び今後のスケジュールについて

庁議報告 

令和７年５月１９日 

くにたち福祉会館、くにたち北高齢者在宅サービスセンター、国

立市障害者センター及びくにたち心身障害者通所訓練施設あすな

ろの指定管理について庁議付議 

令和７年７月８日 

【令和７年度第１回国立市指定管理者選定委員会の開催】 

施設概要・管理運営方針の説明、指定期間・選定基準（案）等に

ついて意見照会 

令和７年８月６日 
【令和７年度第２回国立市指定管理者選定委員会の開催】 

指定期間・選定基準等の集約 

令和７年８月 27 日 
指定管理者選定委員会からの報告書を踏まえた対応及び今後の

スケジュールについて庁議報告 

令和７年９月 事業者に事業計画書等の提出を依頼 

令和７年 10 月 14 日 

【令和７年度第３回国立市指定管理者選定委員会の開催】 

くにたち福祉会館、国立市障害者センター及びくにたち心身障害

者通所訓練施設あすなろの指定管理者の指定申請者から提出され

た事業計画書等を審査 

令和７年 10 月 20 日 

【令和７年度第４回国立市指定管理者選定委員会の開催】 

くにたち北高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定申

請者から提出された事業計画書等を審査 

 

 

 

 

  



- 47 - 

 

(２) 指定管理者選定委員会委員名簿 

 

(敬称略)                         令和７年１０月８日現在 

氏  名 委員区分 備  考 

宮崎 宏一 副市長 委員長 

藤崎 秀明 政策経営部長 副委員長 

上野 有子 学識経験者委員  

上野 祥太 学識経験者委員  

塚田 好彦 市民委員  

久保 麻里 市民委員  

廣島 温弓 市民委員  

大川 潤一 健康福祉部長  

松葉 篤 子ども家庭部長  

松田 周平 生活環境部長  

北村 敦 都市整備部長  

川島 慶之 教育部長  

 

 


